
　市役所だより

市報 2018.115 市役所だよりに掲載の講習会などは、特に記載の無い限り無料・予約不要です

対 

象
　
平
成
31
年
４
月
１
日
以
降

の
入
所
を
希
望
す
る
就
学
前
の

児
童

受
付
期
間
　
12
月
３
日
㈪
～
19
日
㈬

※�

５
月
以
降
の
入
所
に
つ
い
て
は
、

12
月
３
日
㈪
か
ら
入
所
希
望
月

の
前
月
の
15
日
ま
で
に
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。（
た
だ
し
15

日
が
土
・
日
曜
日
、
祝
日
の
場

合
は
そ
の
前
の
平
日
ま
で
）

入 

所
基
準
　
保
護
者
が
仕
事
、
出

産
、
病
気
、
家
族
の
看
護
、
就

学
な
ど
で
保
育
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合

申 

込
方
法
　
認
定
申
請
書
、
利
用

申
込
書
、
及
び
入
所
理
由
を
証

明
す
る
書
類
な
ど
を
子
育
て
支

援
課
窓
口
へ
提
出
。
出
張
所
で

は
受
付
で
き
ま
せ
ん
。

※�

詳
し
く
は
左
記
と
各
出
張
所
で

11
月
12
日
㈪
か
ら
配
布
す
る

「
認
可
保
育
所
・
認
定
こ
ど
も

園
・
公
私
立
幼
稚
園
な
ど
の
利

用
に
つ
い
て
」
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
申
請
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。

申

問

　
子
育
て
支
援
課

　
　
　
☎
（21）
１
４
２
７

平
成
31
年
４
月
か
ら
の

認
可
保
育
所（
園
）・

認
定
こ
ど
も
園（
保
育
所
機
能
部
分
）の

新
規
入
所
申
込
受
付

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
全
国
一
斉

情
報
伝
達
試
験

　
緊
急
時
の
住
民
へ
の
迅
速
で
確

実
な
情
報
伝
達
の
た
め
、
国
が
Ｊ

ア
ラ
ー
ト
の
全
国
一
斉
情
報
伝
達

試
験
を
実
施
し
ま
す
。

訓
練
日
時
　
11
月
21
日
㈬

　
　
　
　
　
11
時
～

放
送
場
所
（
左
記
の
３
か
所
）

・
南
部
地
区
…
ゆ
め
タ
ウ
ン
別
府

・�
中
央
地
区
…
テ
ィ
・
エ
フ
・
シ
ー

本
部
ビ
ル
（
汐
見
町
の
ド
コ
モ
ビ
ル
）

・
北
部
地
区
…
亀
川
小
学
校

　
別
府
市
で
は
右
記
の
３
か
所
の

サ
イ
レ
ン
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
「
こ

れ
は
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で

す
」
と
い
う
音
声
を
３
回
放
送
し

た
後
、「
こ
ち
ら
は
別
府
市
役
所

で
す
」
な
ど
の
音
声
を
２
回
放
送

し
ま
す
。
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま

す
が
、
皆
様
の
ご
理
解
を
お
願
い

し
ま
す
。

※ 

試
験
放
送
で
す
の
で
、
お
間
違

い
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問

　
防
災
危
機
管
理
課
　

　
　
☎
（21）
２
２
５
５

平
成
31
年
版

市
民
手
帳
を
販
売

　
申
込
受
付
中
。
ご
希
望
の
人
は

11
月
９
日
㈮
ま
で
に
各
自
治
会
事

務
所
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
今
年
は
表
紙
に

べ
っ
ぴ
ょ
ん
マ
ー
ク

が
入
っ
て
い
ま
す
。

日
々
の
生
活
に

お
役
立
て
く
だ
さ
い
。

サ
イ
ズ
　
15�

cm�

×
９
cm

販
売
価
格
　
600
円
（
税
込
）

※�

表
紙
の
色
は
濃
い
緑
色
で
す
。

問

　
情
報
推
進
課
統
計
係

　
　
☎
（21）
１
２
５
４

祝
日
の
ご
み
収
集

　
11
月
23
日
㈮
㈷
は
、
当
該
対
象

地
区
の
も
や
す
ご
み
、

古
紙
・
古
布
の

収
集
を
行
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
ご
み

カ
レ
ン
ダ
ー
を

見
て
、
８
時
30
分
ま
で
に
決
め
ら

れ
た
場
所
に
お
出
し
く
だ
さ
い
。

問

　
環
境
課
清
掃
事
務
所

　
　
☎
（66）
５
３
５
３

消
費
税
軽
減
税
率
説
明
会
及
び

事
業
Ｉ
Ｔ
活
用
セ
ミ
ナ
ー

　
別
府
税
務
署
と
別
府
商
工
会
議

所
共
催
で
、
事
業
者
の
皆
さ
ん
を

対
象
に
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
　
12
月
12
日
㈬

　
　
　
18
時
～
20
時
30
分

場
所
　
別
府
商
工
会
議
所

　
　
　（
中
央
町
）

定
員
　
30
人（
先
着
順
）

申
込
方
法
　�

事
前
に
電
話
で
左
記

へ
申
込
み
。

※�

駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　�

公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

申

問

　
別
府
商
工
会
議
所

　
　
　
☎
（25）
３
３
１
１

狩
猟
期
間
中
の
入
山

　
11
月
１
日
㈭
～
平
成
31
年
３
月

15
日
㈮
は
狩
猟
期
間
で
す
。

　
狩
猟
者
は
最
善
の
注
意
を
払
い

狩
猟
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
市
民
の
皆
さ
ん
が
山
菜
採
り
な

ど
で
山
間
部
・
林
道
に
立
ち
入
る

と
き
は
、
事
故
を
未
然
に
防
ぐ
た

め
、
目
立
つ
服
装
に
す
る
・
ラ
ジ

オ
な
ど
音
が
出
る
も
の
を
携
帯
す

る
な
ど
の
対
策
を
し
て
お
出
掛
け

く
だ
さ
い
。

問

　
農
林
水
産
課

　
　
☎
（21）
１
１
３
３

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
夜
間
窓
口

　「
日
中
仕
事
な
ど
で
納
付
に
行

け
な
い
」、「
社
会
保
険
に
加
入
し

た
け
ど
日
中
仕
事
で
脱
退
の
手
続

き
に
行
け
な
い
」
な
ど
で
お
困
り

の
方
の
た
め
に
夜
間
窓
口
を
開
設

し
ま
す
。

　
保
険
税
・
保
険
料

の
納
付
や
納
付

相
談
、
加
入
や

脱
退
の
手
続
き
に

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
電
話
で
の
相
談
も
受
け
付
け
ま

す
。

日
時
　
11
月
８
日
㈭
、
27
日
㈫

　
　
　
17
時
30
分
～
20
時

問

　
保
険
年
金
課

　
　
☎
（21）
１
１
４
８

国
民
健
康
保
険
証
の
発
送

■
「
退
職
」
か
ら
「
一
般
」
の
切
替

　
現
在
、
平
成
30
年
11
月
末
期
日

の
「
退
職
」
の
国
民
健
康
保
険
証

を
お
持
ち
の
人
は
、
平
成
31
年
７

月
末
日
ま
で
の
「
一
般
」
の
保
険

証
を
11
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

■
70
歳
に
な
る
人

　
国
民
健
康
保
険
加
入
中
で
70
歳

に
な
る
人
（
昭
和
23
年
11
月
２
日

～
昭
和
23
年
12
月
１
日
生
ま
れ
）

は
、
平
成
31
年
７
月
末
日
ま
で
の

高
齢
受
給
者
証
一
体
型
保
険
証
を

11
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

問

　
保
険
年
金
課

　
　
☎
（21）
１
１
４
８

視覚に障がいのある方への「声の市報」「点字市報」の問合先

秘書広報課　TEL 21-1123　FAX 26-4475　sec-ma@city.beppu.lg.jp

©Team Beppyon
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学校区 児童クラブ名 場　所 募集期間 保育最終
時間 電話番号

別　府
中　央

サークルさくらんぼ
※境川・山の手校区可

永生会母子ホーム
集会室（野口中町）12/3（月）～ 19 時

21‐0617
080-8557-

3231

ポラリス児童クラブ
べっぷ幼稚園内

12/1（土）～ 12/15（土）
※ 12/3（月）を除く

（受付は 14 時～ 18 時）
18 時 30 分 23‐4755

第２ポラリス児童クラブ

境　川

境川学童ちびっこクラブ
境川幼稚園隣

12/3（月）～ 12/21（金）
19 時

（土曜は 18 時
30 分）

26‐5406第２境川学童ちびっこクラブ

第３境川学童ちびっこクラブ 境川小学校内

南
南子育て仲よしクラブ 旧南幼稚園跡地

（南町）
11/1（木）～ 11/15（木）

（受付は 13 時～ 18 時）
18 時

21‐0009
080-4315-

4151第２南子育て仲よしクラブ

山の手
山の手キッズ第１児童クラブ

山の手小学校内 12/1（土）～ 12/28（金） 18 時 30 分
21‐8271

山の手キッズ第２児童クラブ 22‐0668

南立石

南立石放課後児童クラブ 南立石幼稚園内 12/1（土）～ H31.1/10（木） 18 時 30 分 25‐7205

南立学童あいくる

（Ｈ 31 年４月開設予定）
南立石小学校敷地内 12/3（月）～ H31.2/28（木） 19 時

（土曜は 18 時 )

25‐7543
090-6892-

3131

鶴　見
鶴見児童健全育成クラブ 鶴見幼稚園別棟 H31.1/4（金）～ 1/31（木）

（受付は 14 時～ 17 時 30 分）
18 時 30 分 23‐4543

鶴見っ子なかよし学童クラブ 鶴見小学校内

大平山

別府大平山わかば学童保育所
竹の内８組１

11/1（木）～ 11/15（木）
（受付は 13 時～ 17 時 30 分）

18 時 20 分
（土曜は 18 時）

26‐1304
第２別府大平山わかば学童保育所

やまなみ児童クラブ 竹の内 10 組 11/1（木）～ 12/28（金） 18 時 30 分 75‐7999

朝　日

朝日放課後児童クラブ

朝日小学校内 11/1（木）～ 11/10（土） 19 時

76‐5111

朝日第２放課後児童クラブ
66‐3114

朝日第３放課後児童クラブ

朝日第４放課後児童クラブ 67‐1120

緑　丘
光の園子どもクラブ

光の園内（荘園） 12/1（土）～ H31.1/31（木） 19 時 23‐3149
光の園子どもクラブ２

石　垣

南須賀児童クラブ 南須賀保育園内
( 仮園舎：石垣東７丁目８ー２） 12/1（土）～ 12/25（火） 18 時 25‐1277

石垣児童クラブ げんきっず
石垣小学校内 12/1（土）～ 12/15（土） 18 時 30 分 77‐3224

石垣第２児童クラブ げんきっず

春木川 春木川児童クラブ  スプリングメイツ 春木川幼稚園内 12/3（月）～ 12/14（金） 18 時 30 分 67‐0385

上　人
上人第１児童クラブ

上人小学校内 12/1（土）～ 12/15（土） 19 時 66‐6189
上人第２児童クラブ

亀　川

かめがわ放課後児童クラブ
亀川小学校内 11/27（火）～ 12/15（土） 18 時

66‐5750
080-1755-

1365第２かめがわ放課後児童クラブ

かめほ児童クラブ（Ｈ 31 年１月開設予定） 亀川保育園敷地内 12/3（月）～ 12/22（土） 18 時 080-6448-
3323

児童募集 後課放 児童クラブ平成31年度
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　放課後児童クラブとは、保護者が労働などにより、昼間家庭にいない児童を対象に、
放課後の時間帯に遊びや生活を通して児童の健全育成を図る場所です。保護者や地域の
児童健全育成に関わる人たちで構成する運営委員会などにより運営されています。
※申込方法や利用料など、詳細は各児童クラブにお問い合わせください。

■放課後児童クラブの入所要件
　保護者が下表のいずれかに該当し、昼間家庭にいないため、放課後に児童の育成にあたることが

できないと認められる場合。

※確認書類として、就労証明書などを提出する必要があります。

保護者の状況 内  容 必要書類

就労  保護者が昼間就労しており、その児童の育成にあたる者がいない場合  就労証明書

保護者の疾病など
 保護者に病気、負傷、心身の障がいがあることで、その児童の育成に
 あたる者がいない場合

 ・負傷疾病の場合：

 　 医師の診断書

 ・障がいの場合：

  　障害者手帳の写し
親族などを常時

看護・介護

 児童の家庭に長期にわたる疾病や心身に障がいのある者がおり、保護者

 が常時看護（介護）しているため、その児童の育成にあたる者がいない場合

出産  保護者が妊娠中または出産後間もない場合（産前産後各２か月以内）  母子健康手帳の写し

就学
 保護者が大学や専門学校など（職業訓練校含む）に通うため、その児童の

 育成にあたる者がいない場合

 在学証明書、カリキュ

 ラムの写し

その他
 上記以外の場合で、その児童の育成にあたる者がいない場合

 （災害、虐待、ＤＶの恐れなど）

 状況により書類を判断

 します

放課後児童支援員と補助員の募集
　下記の児童クラブで、放課後児童支援員と補助員の募集を行っています。勤務条件などは各クラブで異な

りますので、詳細については各児童クラブにお問い合わせください。

※募集や採用は各児童クラブが行うもので、別府市職員としての募集（採用）ではありません。

募集校区　境川、南、山の手、南立石、大平山（やまなみ児童クラブ）、朝日、石垣（南須賀児童クラブ）、

　　　　　上人、亀川（かめがわ放課後児童クラブ、第２かめがわ放課後児童クラブ）

申　各児童クラブ（６ページ参照）・　問　子育て支援課　☎２１－１４２７

平成 31 年度 放課後児童クラブの児童を募集します

図書館・美術館整備
キックオフイベント

　別府市では、新しい図書館・美術館の一体的整

備に向け取り組んでおり、市が持つ多様な潜在力

や可能性が相互につながり、相乗効果を起こす場

を創り、新しいイノベーションの創出を目指して

います。

　その整備のキックオフイベントとして、活動ビ

ジョンやアイデアを公開で提案するイベントを開

催します。多数のご参加をお待ちしています。

日時　11月 16 日（金）

　　　15時 30 分～ 18 時

場所　市役所１階　レセプションホール

参加費　無料

申込方法　事前に下記へ申込み

申・問 ���社会教育課　☎２１－１５８７

子
ど
も
読
書
活
動
応
援

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
研
修
会

第
２
回「
読
み
聞
か
せ
と
本
選
び
」

日
時
　
11
月
17
日
㈯

　
　
　
18
時
～
20
時

場
所
　
別
府
市
立
図
書
館

　
　
　（
千
代
町
）

内
容
　�

効
果
的
な
読
み
聞
か
せ
の

仕
方
と
本
の
選
び
方

持 

ち
物
　
子
ど
も
に
読
み
聞
か
せ

た
い
お
す
す
め
の
本
を
１
冊

申
込
方
法

　
事
前
に
電
話
で
左
記
へ
申
込
み
。

※
託
児
（
無
料
）
あ
り
。

※
詳
細
は
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ

　
く
だ
さ
い
。

申

問

　
社
会
教
育
課

　
　
　
☎
（21）
１
５
８
７

　
　
　
別
府
市
立
図
書
館

　
　
　
☎
（23）
２
４
５
３

農
地
農
業
相
談

日
時
　
11
月
15
日
㈭

　
　
　
13
時
30
分
～
15
時
30
分

場
所
　
市
役
所
４
階

　
　
　
農
業
委
員
会
室

内
容
　
農
地
、
農
業
に

　
　
　
関
す
る
相
談
な
ど

相
談
員
　
農
業
委
員

問

　
農
業
委
員
会
事
務
局

　
　
☎
（21）
１
１
７
８
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市
営
墓
地
使
用
者
募
集

受
付
期
間

　
11
月
１
日
㈭
～
19
日
㈪

※
資
料
配
布
11
月
１
日
㈭
よ
り
。

市
営
墓
地
名

募
集

予
定
数

野
口
原
（
上
野
口
町
）

15

鉄
輪
（
鉄
輪
上
）

３

亀
川
（
大
字
南
畑
）

５

芝
尾
（
浜
脇
中
学
校
上
）

２

墓
地
区
画
・
使
用
料
基
準

　
墓
地
は
、
12
区
画
以
下
の
広
さ
。

野
口
原
　
１
区
画
に
つ
き
４
万
円

そ
の
他
　
１
区
画
に
つ
き
３
万
円

※
１
区
画
は
90
㎝
×
90
㎝
。

※
申
込
受
付
は
墓
地
区
画
ご
と
に

　
行
い
、
申
込
多
数
の
場
合
は
抽

　
選
に
よ
り
使
用
者
を
決
定
。

※
申
込
み
は
１
世
帯
に
つ
き
１
件
。

　
な
お
、
墓
碑
建
立
ま
で
使
用
者

　
の
変
更
は
で
き
ま
せ
ん
。

申
込
資
格
　
次
の
条
件
を
全
て
満

　
た
し
て
い
る
こ
と

①
別
府
市
に
住
民
登
録
し
て
い
る

※
住
民
登
録
が
確
認
で
き
な
い
場
合
、

　
申
込
み
は
取
り
消
し
と
な
り
ま
す
。

②
納
骨
で
き
る
お
骨
が
あ
る

③
現
在
、
市
営
墓
地
の
使
用
許
可

　
を
受
け
て
い
な
い

④
使
用
許
可
申
請
後
、
１
年
以
内

　
に
墓
碑
を
建
て
ら
れ
る

11 月 12 日～ 25 日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

　夫・パートナーからの暴力（DV：ドメスティック・バイオレンス）、交際相手からの
暴力（デートDV）、セクハラ、ストーカー行為、売買春、性犯罪など女性に対する暴力
は女性の人権を侵害するもので、許されるものではありません。あなたやあなたの親し
い人が抱えている問題について、ひとりで悩まず、まずは相談窓口にご相談ください。

問 ���自治振興課男女共同参画推進室　☎２１－８２８９

女性に対する
暴力根絶のための
シンボルマーク

 ■ 夫などパートナーからの暴力など
　 ○女性相談（あす・べっぷ）　☎２１－７８２０
　�　火～土曜日（祝日、年末年始を除く）９時～ 17時
　 ○配偶者暴力相談支援センター（婦人相談所）　☎０９７－５４４－３９００
　�　月～金曜日　9時～ 21 時（土・日曜日、祝日は 13時～ 17 時、18 時～ 21 時）
　 ○配偶者暴力相談支援センター（アイネス）　☎０９７－５３４－８８７４
　�　月～金曜日（祝日、年末年始を除く）9時～ 16 時 30 分

■ 夫などパートナーからの暴力、ストーカーなど
　 ○警察安全相談（大分県警察本部広報課）　☎０９７－５３４－９１１０　短縮ダイヤル「＃９１１０」
　�　月～金曜日　9時～ 17 時 45 分
　 ○別府警察署　☎２１－２１３１　※緊急の場合は、迷わず１１０番を！
■ 職場でのセクハラや性別による差別的取扱いなど
　 ○大分労働局雇用環境・均等室　☎０９７－５３２－４０２５
　�　月～金曜日（祝日、年末年始を除く）8時 30 分～ 17 時 15 分

■ スクール・セクハラについて
　 ○スクール・セクハラ相談窓口（県人権・同和教育課）　☎０９７－５３４－４３６６
　　�月～金曜日（祝日、年末年始を除く）9時～ 17 時
　　�Ｅメールによる相談 n o - s e k u h a r a @ p r e f . o i t a . l g . j p
■ 女性の人権問題全般について
　 ○女性の人権ホットライン（大分地方法務局内）　☎０５７０－０７０－８１０
　�　月～金曜日（祝日、年末年始を除く）8時 30 分～ 17 時 15 分

■ 女性が抱える問題や悩み解決のための助言・情報提供
　 ○女性総合相談（アイネス）　☎０９７－５３４－８８７４
　�　月～金曜日（祝日、年末年始を除く）9時～ 16 時 30 分

【女性の人権ホットライン強化週間】
�11 月 12 日（月）～ 18 日（日）
��８時 30 分～ 19 時（月～金曜日）
��10 時～ 17 時（土・日曜日）

⑤�

過
去
５
年
間
に
市
営
墓
地
の
抽

選
で
当
選
し
た
こ
と
が
な
い

申
込
み
に
必
要
な
も
の
　
印
鑑

※�

当
選
者
の
み
、
当
選
後
に
住
民

票（
世
帯
全
員
の
も
の
で
、
本

籍
、
世
帯
主
が
記
載
さ
れ
た
も

の
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
記
載
不
要
）

※
郵
送
で
は
受
け
付
け
て
い
ま
せ
ん
。

■
抽
選
会

日
時
　
12
月
５
日
㈬

　
　
　
13
時
か
ら
受
付
開
始

場
所
　
市
役
所
１
階

　
　
　
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル

申

問

　
環
境
課
　
☎
（21）
１
１
３
４

別
府
公
園
東
側
駐
車
場
の

便
益
施
設
の
募
集

　
公
園
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上

や
上
質
空
間
の
提
供
、
公
園
の
さ

ら
な
る
魅
力
向
上
を
図
る
こ
と
を

目
的
に
、
別
府
公
園
東
側
駐
車
場

内
で
、
飲
食
や
物
販
の
サ
ー
ビ
ス

を
行
う
便
益
施
設
を
設
置
す
る
事

業
者
を
公
募
し
ま
す
。
運
営
事
業

者
は
平
成
31
年
３
月
頃
に
決
定
す

る
予
定
で
す
。

※�

応
募
方
法
な
ど
詳
し
く
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
左
記
窓

口
で
配
布
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問

　
公
園
緑
地
課

　
　
☎
（21）
１
４
７
３
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市
立
幼
稚
園
の
入
園
受
付

　
別
府
市
立
幼
稚
園
で
は
、
５
歳

児（
東
山
幼
稚
園
は
３
歳
～
５
歳

児
）
を
対
象
に
、
子
ど
も
た
ち
が

の
び
の
び
と
成
長
で
き
る
保
育
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
平
成
27
年
４
月
か
ら「
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
新
制
度
」
が
始
ま
っ

て
い
ま
す
が
、
市
立
幼
稚
園
は
今

ま
で
ど
お
り
校
区
の
幼
稚
園
で
入

園
手
続
き
を
行
い
ま
す
。

入
園
対
象
　
平
成
25
年
４
月
２
日

　
～
平
成
26
年
４
月
１
日
生
ま
れ

　
で
、
別
府
市
に
住
民
登
録
し
て

　
い
る
幼
児

　（
東
山
幼
稚
園
は
、
平
成
25
年

　
４
月
２
日
～
平
成
28
年
４
月
１

　
日
に
生
ま
れ
た
幼
児
）

申
込
先
　
各
小
学
校
区
の
幼
稚
園

　（
印
鑑
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
）

受
付
期
間
・
時
間
　
12
月
３
日
㈪

　
～
10
日
㈪
の
13
時
～
17
時

　（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

※�

こ
の
期
間
に
手
続
き
が
出
来
な

い
人
は
、
各
幼
稚
園
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

預 

か
り
保
育
　
平
成
31
年
度
は
境

川
・
朝
日
・
石
垣
・
鶴
見
・
山

の
手
幼
稚
園
の
５
園
で
預
か
り

保
育
を
す
る
予
定
で
す
。

問

　
各
市
立
幼
稚
園
ま
た
は
　

　
学
校
教
育
課
　
☎
（21）
１
５
７
４

里
親
に
な
り
ま
せ
ん
か

　
里
親
と
は
、
様
々
な
事
情
に
よ

り
家
庭
で
の
生
活
を
送
る
こ
と
が

で
き
な
い
子
ど
も
を
家
族
の
一
員

と
し
て
迎
え
、
あ
た
た
か
な
雰
囲

気
の
中
で
豊
か
な
愛
情
を
持
っ
て

心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
て
て
く

だ
さ
る
方
の
こ
と
で
す
。

　
県
で
は
、
広
く
里
親
を
募
集
し

て
い
ま
す
。
養
育
を
お
願
い
す
る

期
間
は
数
日
間
か
ら
数
年
間
ま
で

様
々
で
す
。
左
記
の
日
程
で
里
親

募
集
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
の

で
、
関
心
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ
お
越

し
く
だ
さ
い
。

日
時
　
11
月
30
日
㈮
　
19
時
～
21
時

場
所
　
別
府
市
役
所
１
階

　
　
　
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル

※
事
前
申
込
が
必
要
で
す
。

申

問

　
大
分
県
中
央
児
童
相
談
所

　
里
親
担
当

　
☎
０
９
７（
５
４
４
）２
０
１
６

児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

　
11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月

間
で
す
。
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ

れ
る
子
ど
も
を
見
つ
け
た
と
き

や
、
ご
自
身
が
出
産
や
子
育
て
に

悩
ん
だ
と
き
は
、
ま
ず
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

　
連
絡
は
匿
名
で
も
可
能
で
す
。

ま
た
連
絡
者
や
連
絡
内
容
に
関
す

る
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

連
絡
先

■
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
１
８
９
（
い
ち
は
や
く
）

■
市
子
育
て
支
援
相
談
室

　
☎
（21）
１
２
３
９

■
い
つ
で
も
子
育
て
ほ
っ
と
ラ
イ
ン

　
☎
０
１
２
０（
４
６
２
）１
１
０

　【
24
時
間
受
付
】

■
光
の
園
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎
（27）
０
８
７
４

問

　
子
育
て
支
援
課

　
　
☎
（21）
１
２
３
９

別
府
市
高
等
学
校
・

大
学
奨
学
生
の
募
集

　
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
、
学
資

の
支
払
い
が
困
難
な
学
生
に
別
府

市
か
ら
奨
学
金
を
贈
与

ま
た
は
貸
与
し
ま
す
。

申
込
期
限

　
12
月
10
日
㈪
ま
で

■
高
等
学
校
奨
学
生

　（
学
資
贈
与
）

対
象
　�

平
成
31
年
４
月
に

　
　
　
高
等
学
校
ま
た
は

　
　
　
高
等
専
門
学
校
進
学
を

　
　
　
予
定
す
る
人

金
額
　
月
額
６
千
500
円

　
　
　
ま
た
は
７
千
円

申
込
先
　
在
学
し
て
い
る
中
学
校

■
大
学
奨
学
生
（
学
資
貸
与
）

対 

象
　�

平
成
31
年
4
月
に
大
学

（
短
期
大
学
を
含
む
）進
学

を
予
定
す
る
人

金
額
　
月
額
４
万
円

■ 

大
学
奨
学
金
の
返
還
に
つ
い
て
　

平
成
30
年
度
卒
業
生
よ
り
返
還
免

除
の
制
度
が
新
設
さ
れ
ま
し
た

【「
市
内
居
住
」、「
市
内
の
保
育

所
な
ど
で
保
育
士
と
し
て
の
勤

務
」
に
よ
る
返
還
半
額
免
除
】

　
奨
学
金
の
返
還
は
、
奨
学
生
が

卒
業
し
て
か
ら
１
年
後
（
措
置
期

間
）
か
ら
開
始
さ
れ
ま
す
。
そ
の

際
、
卒
業
か
ら
返
還
開
始
ま
で
の

１
年
間
（
措
置
期
間
）
に
別
府
市

に
住
所
が
あ
る
場
合
、
ま
た
は
、

保
育
士
資
格
を
有
し
、
別
府
市
内

の
保
育
所
な
ど
で
保
育
士
と
し
て

の
勤
務
実
績
が
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
返
還
時
に
そ
の
月
数
分
の
金

額
を
そ
れ
ぞ
れ
半
額
免
除
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
左
記
へ
お
問
い
合
わ

　
せ
く
だ
さ
い
。

申

問

　
学
校
教
育
課

　
　
　
☎
（21）
１
５
７
４

別
府
大
分
毎
日
マ
ラ
ソ
ン
大
会

大
会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

申
込
期
間
　
11
月
２
日
㈮
～

※
定
員
に
達
し
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

募
集
内
容
　
走
路
員

日
時
　
平
成
31
年
２
月
３
日
㈰

　
　
　
10
時
～
16
時

場
所
　
コ
ー
ス
、
競
技
場
内
な
ど

募
集
人
数
　
900
人
程
度

※�

帽
子
、ウ
ィ
ン
ド
ブ
レ
ー
カ
ー
、

プ
ロ
グ
ラ
ム
、
弁
当
を
支
給
し

ま
す
。

※�

交
通
費
や
日
当
の
支
給
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
傷
害
保
険
は
事
務

局
で
加
入
し
ま
す
。

※�

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

　
参
加
者
氏
名
は

　
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

　
記
載
し
ま
す
。

申

問

　
別
大
マ
ラ
ソ
ン
大
会
事
務
局

　
☎
０
９
７（
５
５
８
）１
９
９
９

　（
11
月
２
日
以
降
）

交
通
安
全
指
導
員
の
募
集

対 

象
　
左
記
の
小
学
校
区
で
毎
朝

の
登
校
時
に
子
ど
も
た
ち
の

　
安
全
の
た
め
の

　
指
導
を
し
て

　
い
た
だ
け
る
人
。

　
性
別
は
問
い
ま
せ
ん
。

募
集
校
区
　
南
・
鶴
見
・

　
　
　
　
　
大
平
山
校
区

報
酬
　
８
万
２
千
円
（
年
額
）

指
導
時
間
　
授
業
日
の
７
時
30
分

　
～
８
時
30
分
（
約
１
時
間
）

問

　
防
災
危
機
管
理
課

　
　
☎
（21）
２
２
５
５
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障がいのある人の人権
～偏見をなくし、やさしい言葉と発想に目を向けて～

わたしたちのねがい

　誰もがいつも健康でいられるとは限りません。生まれたときから障がい

のある人、病気や事故で障がい者になる人、また、目に見える障がいと見

えない障がいなど、一概に障がい者といってもその状況は様々です。ここ

で忘れてはならないのは、障がい者は特別な存在ではないということです。

この世に生を受けたかけがえのない一人の人間として、障がいのある、な

いに関係なく、お互いの立場になって考え、共に生きるために支え合うこ

とが大切です。

　2016 年に「障害者差別解消法」が施行され、障がい者のとらえ方も社会

の障壁がなくなれば、障がいのない人と同じように生活できるというよう

に変わってきました。そのために合理的配慮が必要であることも明記され

ています。障がいのある人にどう接したらいいのか分からないということ

があるかもしれません。そんな時は「お手伝いしましょうか」と声をかけ

ることが、支援の第一歩となります。

　私たち一人一人が心のバリアを取り除き「真のバリアフリー」を実現し

て共に暮しやすいまちにしていきましょう。

11 月の無料人権相談　お気軽にご相談ください。
日時　14日（水）　10 時～ 12 時、13 時～ 15 時

場所　市役所４階　４Ｆ－２会議室（予約優先）
問　人権同和教育啓発課　☎２１－１２９１

新
年
祝
賀
互
礼
会

日
時
　
平
成
31
年
１
月
７
日
㈪

　
　
　
11
時
～

場
所
　
ビ
ー
コ
ン
プ
ラ
ザ

会
費
　
１
人
500
円

申 

込
方
法
　
左
記
の
い
ず
れ
か
の

申
込
場
所
に
会
費
を
添
え
て
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
場
所
　

　
市
役
所
２
階
秘
書
広
報
課
、

　
別
府
商
工
会
議
所
、

　
別
府
市
観
光
協
会
、

　
各
自
治
委
員

申
込
期
限
　
11
月
22
日
㈭

※�

開
催
日
が
例
年
と
異
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問

　
合
同
事
務
局
（
秘
書
広
報
課
内
）

　
　
☎
（21）
１
１
２
３

桜
て
ん
ぐ
巣
病
対
策

　「
て
ん
ぐ
巣
病
」
に
か
か
っ
た

桜
が
見
ら
れ
ま
す
。
放
置
さ
れ
た

枝
か
ら
伝
染
し
て
い
く
の
で
、
被

害
部
を
除
去
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
毎
年
美
し
い
花
を
楽
し
む
た

め
に
も
、
冬
期
の
防
除
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

防 

除
方
法

　
て
ん
ぐ
巣
病
に
か
か
る
と
枝
の

一
部
が
こ
ぶ
状
に
肥
大
し
、
そ
こ

か
ら
多
数
の
小
枝
が
ほ
う
き
状
に

身
近
な
人
権
講
座

日
時
　
11
月
15
日
㈭

　
　
　
13
時
30
分
～
15
時
30
分

場
所
　
西
部
地
区
公
民
館

　
　
　（
鶴
見
園
町
）

テ 

ー
マ
　
デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ

講
師
　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
え
ば
の
会

　
　
　
佐
藤
益
美
さ
ん

問

　
社
会
教
育
課
　
☎
（21）
１
５
８
７

　
　
人
権
同
和
教
育
啓
発
課

　
　
☎
（21）
１
２
９
１

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー
の
講
座

場
所
　
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　（
石
垣
東
10
丁
目
７
番
５
号
）

◆
じ
ん
け
ん
ふ
れ
あ
い
教
室

日
時
　
11
月
９
日
㈮
　
10
時
～
12
時

テ
ー
マ
　
絵
手
紙
づ
く
り

講
師
　
原
野
彰
子
さ
ん

負
担
金
　
500
円
　

定
員
　
20
人
（
先
着
順
）

◆
人
権
８
課
題
講
座

日
時
　
11
月
26
日
㈪
　
10
時
～
12
時

テ
ー
マ
　
高
齢
者
の
人
権
問
題

講 

師
　
別
府
市
鶴
見
台
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

　
社
会
福
祉
士
　
原
総
士
さ
ん

申

問

　
人
権
同
和
教
育
啓
発
課

　
　
　
☎
（21）
１
２
９
１

　
　
　
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　
　
　
☎
（23）
６
１
６
３

出
ま
す
。
12
月
か
ら
２
月
の
間
に
、

こ
ぶ
の
下
か
ら
病
気
の
枝
を
切
り

落
と
し
て
く
だ
さ
い
。

　
桜
は
切
り
口
か
ら
腐
朽
し
や
す

い
の
で
、
太
い
枝
を
切
り
落
と
し

た
場
合
は
、
切
り
口
に
ペ
ー
ス

ト
状
の
殺
菌
剤
を
塗
布
し
ま
す
。

切
っ
た
枝
は
放
置
せ
ず
、
適
当
な

長
さ
に
裁
断
し
て
指
定
ご
み
袋
に

入
れ
、
も
や
す
ご
み
と
し
て
収
集

日
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※�
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問

　
農
林
水
産
課
　
☎
（21）
１
１
３
３

蜜
蜂
の
飼
育
に
は

飼
育
届
が
必
要
で
す

　
養
蜂
振
興
法
に
よ
り
、
蜜
蜂
を

飼
育
し
て
い
る
人
（
養
蜂
業
者
だ

け
で
は
な
く
、
趣
味
で
飼
育
し
て

い
る
人
も
含
む
）
は
、
群
れ
の
大

き
さ
に
関
係
な
く
、
毎
年
１
月
末

ま
で
に
「
蜜
蜂
飼
育
届
」
の
提
出

が
必
要
で
す
（
セ
イ
ヨ
ウ
及
び
ニ

ホ
ン
ミ
ツ
バ
チ
に
限
る
）。
提
出

を
し
て
い
な
い
人
は
速
や
か
に
飼

育
届
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
手
数
料
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

※�

詳
し
く
は
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
を
。

問

　
県
東
部
振
興
局

　
農
山
漁
村
振
興
部
　
企
画
・
農
政
班

　
☎
０
９
７
８（
７
２
）０
４
０
９

別
府
市
立
小
・
中
学
校
児
童
生
徒

人
権
ポ
ス
タ
ー
展

展
示
期
間

　
11
月
28
日
㈬
～
30
日
㈮

時
間
　
10
時
～
21
時
30
分

　（
最
終
日
は
15
時
30
分
ま
で
）

場
所
　
ゆ
め
タ
ウ
ン
別
府

　
　
　
２
階
催
事
場

　
　
　（
楠
町
）

問

　
人
権
同
和
教
育
啓
発
課

　
　
☎
（21）
１
２
９
１

人
権
相
談

　
部
落
差
別
問
題
を
は
じ
め
と
し

た
人
権
問
題
に
関
す
る
各
種
相
談

を
電
話
や
面
接
で
お
受
け
し
ま
す

（
面
接
は
要
予
約
）。

日
時
　
毎
週
月
～
金
曜
日

　
　
　
９
時
～
16
時

※
祝
日
、
年
末
年
始
は
除
く
。

場
所
　
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　（
石
垣
東
10
丁
目
７
番
５
号
）

相
談
専
用
電
話
　
☎
（23）
６
１
６
３
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　秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

～
忘
れ
て
な
い
？ 

サ
イ
フ
に
ス
マ
ホ
に

　
火
の
確
認
～

　
11
月
９
日
㈮
か
ら
15
日
㈭
の
間

は
、
秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動
週

間
で
す
。

■
住
宅
防
火

　
い
の
ち
を
守
る
７
つ
の
ポ
イ
ン
ト

◎
３
つ
の
習
慣
　

・
寝
た
ば
こ
は
絶
対
に
や
め
る
。

・
ス
ト
ー
ブ
は
燃
え
や
す
い
も
の

　
か
ら
離
す
。

・
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど

　
の
使
用
中
は

　
そ
の
場
を

　
離
れ
な
い
。

◎
４
つ
の
対
策
　

・
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
住
宅

　
用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
。

・
寝
具
、
衣
類
や
カ
ー
テ
ン
か
ら

　
の
火
災
を
防
ぐ
た
め
に
防
炎
物

　
品
を
使
用
す
る
。

・
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た

　
め
に
、
住
宅
用

　
消
火
器
な
ど
を

　
設
置
す
る
。

・
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な

　
人
を
守
る
た
め
に
、
隣
近
所
の

　
協
力
体
制
を
作
る
。

※
別
府
市
で
は
、
全
て
の
住
宅
で

　「
住
宅
用
火
災
警
報
器
」
の
設

　
置
が
義
務
と
な
っ
て
い
ま
す
。

問

　
消
防
本
部
予
防
課
　

　
　
☎
（25）
１
１
２
５

普
通
救
命
講
習

日
時
　
11
月
18
日
㈰

　
　
　
９
時
～
12
時

場
所
　
消
防
本
部
４
階
会
議
室

内
容
　�

心
肺
そ
生
法
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
取

扱
い
、
止
血
法
な
ど

※�

事
前
の�

申
込
は
不
要
で
す
。

　�

動
き
や
す
い
服
装
で
お
越
し
く

だ
さ
い
。

※
修
了
証
を
交
付
し
ま
す
。

問

　
消
防
本
部
警
防
課
　

　
　
☎
（25）
１
１
２
４

平
成
30
年
第
４
回

市
議
会
定
例
会
会
期
日
程

　
11
月
30
日
㈮
～
12
月
14
日
㈮
の

15
日
間
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

※
変
更
と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

問

　
議
会
事
務
局
　
☎
(21)
１
５
４
７

介
護
保
険
の

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

　
介
護
保
険
事
業
計
画
の
見
直
し

や
評
価
を
目
的
に
65
歳
以
上
の
方

を
対
象
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行

い
ま
す
。
調
査
に
選
ば
れ
た
方
に

は
11
月
上
旬
に
用
紙
を
郵
送
し
ま

す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

問

　
高
齢
者
福
祉
課

　
　
☎
(21)
１
４
６
３

合
併
処
理
浄
化
槽

設
置
替
え
費
用
の
補
助

　
く
み
取
り
便
槽
、
既
存
の
単
独

処
理
浄
化
槽
か
ら
合
併
処
理
浄
化

槽
に
設
置
替
え
す
る
人
に
補
助
金

を
交
付
し
ま
す
。

対
象
　
公
共
下
水
道
事
業
計
画
認

可
区
域
以
外
の
区
域
に
あ
る
既

存
の
住
宅
で
、
設
置
替
え
を
行

う
人

※
新
築
、
販
売
・
賃
貸
を
目
的
と

す
る
住
宅
は
対
象
外
（
居
住
部

分
が
２
分
の
１
以
上
あ
る
店
舗

等
併
用
住
宅
は
対
象
）

対
象
機
種
　

　
環
境
配
慮
型
浄
化
槽

補
助
額

人
槽
区
分

補
助
限
度
額

５
人
槽

33
万
２
千
円

７
人
槽

41
万
４
千
円

10
人
槽

54
万
８
千
円

※�

予
算
限
度
額
に
達
し
次
第
、
申

請
受
付
は
締
め
切
り
ま
す
。

※�

工
事
着
工
後
の
申
請
は
受
付
で

き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

申
問

　
環
境
課
し
尿
処
理
場

　
　
　
春
木
苑

　
　
　
☎
（66）
１
８
３
１

消
費
生
活
相
談

　
悪
質
商
法
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
や

契
約
・
解
約
な
ど
の
相
談
を
受
け

て
い
ま
す
。
一
人
で
悩
ま
ず
、
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時
　
毎
週
月
～
金
曜
日

　
　
　
９
時
～
16
時
30
分

※
祝
日
は
除
く
。

相
談
員
　
消
費
生
活

　
　
　
　
専
門
相
談
員

場
所
・
問

　

　
別
府
市
消
費

　
生
活
セ
ン
タ
ー

　（
市
役
所
４
階

　
産
業
政
策
課
内
）

　
☎
（21）
１
８
８
１

多
重
債
務
者

　 

相
談
会（
要
申
込
）

　
弁
護
士
に
よ
る
30
分
程
度
の
相

談
で
す
。
借
金
問
題
で
お
困
り
の

方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時
　
11
月
８
日
㈭
、
22
日
㈭

　
　
　
13
時
30
分
～
16
時
30
分

場
所
　
市
役
所
４
階

　
　
　
４
Ｆ
―
２
会
議
室

申
込
方
法
　�

事
前
に
電
話
で
、
左

記
の
申
込
先
へ
予
約

し
て
く
だ
さ
い
。

定
員
　
各
６
人（
先
着
順
）

申

問

　
産
業
政
策
課

　
　
　
☎
（21）
１
１
３
２

住
生
活
総
合
調
査

　
12
月
１
日
、
全
国
で
住
生
活
総

合
調
査
を
行
い
ま
す
。
住
生
活
の
安

定
・
向
上
に
係
る
総
合
的
な
施
策
を

推
進
す
る
う
え
で
必
要
な
調
査
で

す
の
で
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

対 

象
　
10
月
に
実
施
し
た
住
宅
・
土

地
統
計
調
査
に
回
答
し
て
い
た
だ

い
た
世
帯
か
ら
抽
出
し
た
世
帯

調 

査
方
法
　
11
月
下
旬
か
ら
ポ
ス

テ
ィ
ン
グ
に
よ
り
調
査
票
を
配

布
し
、
郵
送
ま
た
は
オ
ン
ラ
イ

ン
に
よ
り
回
収
し
ま
す
。

問�

　
平
成
30
年
住
生
活
総
合
調

査
事
務
局

　
☎
０
１
２
０（
４
６
７
）０
６
０

本
庁
舎
ト
イ
レ
改
修
工
事

　
市
役
所
庁
舎
内
の
一
部
ト
イ
レ

を
温
水
洗
浄
便
座
付
洋
便
器
に
改

修
す
る
工
事
を
行
い
ま
す
。
順
次

工
事
を
行
い
ま
す
が
、
工
事
期
間

中
は
ト
イ
レ
の
使
用
が
で
き
ま
せ

ん
。
皆
さ
ま
に
は
大
変
ご
迷
惑
を

お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご

協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

改 

修
場
所
　
グ
ラ
ン
ド
フ
ロ
ア
、
１

階
（
一
部
）、
５
階
多
目
的
ト
イ
レ

工
事
期
間
　�

11
月
中
旬
～

　
平
成
31
年
３
月
ま
で
（
予
定
）

問

　
総
務
課
　
☎
（21）
１
１
１
８
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円
以
下

※�

条
件
に
よ
り
、
所
得
の
上
限
が

緩
和
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

単
身
で
申
し
込
む
場
合

上
記
①
③
④
⑤
の
申
込
資
格
に
加

え
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

⑥�

入
居
日
時
点
で
満
60
歳
以
上
で

あ
る
こ
と

⑦
身
体
障
害
者
手
帳

　（
１
級
～
４
級
）を
持
っ
て
い
る

⑧
精
神
障
が
い
者

　（
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

　
１
級
～
３
級
程
度
）

⑨
知
的
障
が
い
者（
⑧
と
同
程
度
）

⑩
生
活
保
護
受
給
者

※�

青
山
住
宅
Ｂ
棟
１
階
に
つ
い
て

は
、
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま

た
は
２
級
保
持
者
で
、
車
い
す

住宅名
募集
戸数

棟 階数 入居基準

朝見再開発 １ Ａ １
単身者

光の園

１ Ａ ４

１ Ｃ ３
単身者・

家族
１ Ｄ ４

鶴見 １ Ｅ ４

青山 １ Ｂ １
単身者・

家族

※身障者用

向原

２
Ａ

３

家族

１ ４

１ Ｂ １

竹の内
１ Ｅ １

１ Ｆ １

宮園
１

Ａ
３

１ ４

上野口 １ Ａ ３

北中 １ Ａ ４

古賀口
１ Ｂ ２

１ Ｃ １

新別府 １ Ａ ２

扇山 １ Ｃ ２

石田 １ Ｂ １

小倉 １ Ｂ ２

浜脇高層 １ ー ６

西別府

１

Ｂ

１

１ ２
※多家族

１ ６

◆申し込みには「マイナンバー」が
   必要です
　市営住宅の申し込みには、来た人の本人
確認と、申込者（入居者全員分）のマイナ
ンバーの提示が必要となります。
　「通知カード」か「マイナンバーカード」
と身分証を忘れずにお持ちください。

利
用
者
が
い
る
こ
と
が
必
要
で

す
。

※�

西
別
府
住
宅
Ｂ
棟
（
多
家
族
）

に
つ
い
て
は
、
入
居
世
帯
の
人

数
が
６
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ま
た
、
入
居
期
間
を
５
年
と

し
、
以
降
毎
年
度
見
直
し
を
し

ま
す
。

■
申
込
方
法

　
必
要
書
類
（
要
印
鑑
）
を
添
え
、

　
期
限
内
に
申
込
み
を
。

※�

入
居
者
の
状
況
に
よ
り
書
類
が

異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
申
込
上
の
注
意
事
項

①�

婚
姻
中
の
夫
婦
の
一
方
の
み

（
夫
婦
別
居
中
、
単
身
赴
任
等
）

で
の
申
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

◆
一
般
公
営
住
宅
（
26
戸
）

申
込
資
格
　
次
の
条
件
を
全
て
満��

　
　
　
　
　
た
し
て
い
る
こ
と
。

①�

住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
（
公
営

住
宅
の
契
約
者
、
持
ち
家
が
あ

る
人
は
申
込
不
可
）

②
同
居
す
る
親
族
が
い
る

　（
単
身
者
用
住
宅
を
除
く
）

③
市
税
を
完
納
し
て
い
る

④�

入
居
申
込
者
全
員
が
暴
力
団
員

で
な
い

⑤�

世
帯
員
の
所
得
を
合
算
し
て
控

除
後
の
月
額
所
得
が
15
万
８
千

申
込
期
間
　

　
11
月
１
日
㈭
～
９
日
㈮

抽
選
日
　
11
月
17
日
㈯

市
営
住
宅
入
居
者
募
集

　
申

問

　
別
府
市
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
☎
（21）
２
２
０
０

た
だ
し
、
婚
約
済
み
で
当
選
後
、

指
定
の
入
居
日
か
ら
３
か
月
以

内
に
入
籍
予
定
の
場
合
は
申
込

み
が
で
き
ま
す
。

②�

当
選
後
、
入
居
資
格
の
再
審
査

を
行
い
ま
す
。
こ
の
時
申
込
資

格
に
合
致
し
な
い
場
合
は
、
入

居
で
き
ま
せ
ん
。

③�

市
営
住
宅
の
入
居
は
当
選
し
た

月
の
翌
々
月
１
日
か
ら
で
す
。

当
選
前
の
内
見
は
で
き
ま
せ
ん
。

④�

市
営
住
宅
及
び
そ
の
敷
地
内
で

の
ペ
ッ
ト
の
飼
育
・
持
ち
込
み

は
禁
止
で
す
。

空
室
情
報
テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス

　
☎
(27)
０
８
３
９（
24
時
間
案
内
）

大
分
県
住
宅
供
給
公
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

　（w
w
w
.o
ita-jk

k
.jp
)

　「
大
分
県
住
宅
供
給
公
社
」→

　「
別
府
市
営
住
宅
」

各
出
張
所
窓
口
　
間
取
り
の
み

木
造
住
宅
耐
震
化

促
進
事
業
補
助
金

申
込
期
間
を
延
長
し
ま
し
た

募
集
期
限
　
12
月
14
日
㈮

※
先
着
順
（
予
算
限
度
に
達
し
次
第
終
了
）。

◆
耐
震
診
断

対 

象
　
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前

に
着
工
し
た
二
階
建
て
以
下
の

木
造
一
戸
建
住
宅

補 

助
金
額
　
要
し
た
費
用
（
住
宅

の
規
模
や
条
件
に
よ
り
上
限
が

異
な
り
ま
す
）

◆
耐
震
改
修
工
事

対 

象
　
耐
震
診
断
と
同
様
の
住
宅

（
右
記
）
で
、耐
震
診
断
の
結
果
、

評
点
が
1.0
未
満
の
も
の

補 

助
金
額
　
要
し
た
費
用
の
３
分

の
２
（
上
限
80
万
円
）

※�

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
要

し
た
費
用
の
３
分
の
２
（
上
限
100
万
円
）

・
床
面
積
の
合
計
が
180
㎡
以
上

・�

昭
和
34
年
12
月
31
日
ま
で
に

　
建
築
さ
れ
た
も
の

・�

精
密
診
断
で
各
階
の
上
部
構
造

　
評
点
が
0.4
未
満

◆
部
分
耐
震
改
修
工
事

　（
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
）

対 

象
　
耐
震
診
断
と
同
様
の
住
宅

（
上
記
）
で
、耐
震
診
断
の
結
果
、

１
階
の
評
点
が
0.7
未
満
の
も
の

補 

助
金
額
　
要
し
た
費
用
の
３
分

の
２
（
上
限
30
万
円
）

申

問

　
建
築
指
導
課
　
☎
（21）
１
４
８
７


